
  

中土佐町景観条例施行規則 

 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、中土佐町景観条例（平成２０年中土佐町条例第２３号。以下「条例」とい

う。）、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）の施行に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（工作物） 

第２条  条例第２条第２項に規定する工作物は、次に掲げるものとする。 

（１） 鉄筋コンクリート柱、鉄柱その他これらに類するもの 

（２） その他町長が別に定めたもの 

（行為の届出） 

第３条 法第１６条第１項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内における行為

の届出書（様式第1号）を町長に提出するものとする。 

２ 前項の届出書には、添付書類に掲げる図書を添付するものとする。ただし、町長が特に必要

がないと認めるものについてはこの限りでない。 

３ 前２項の規定は、届出の内容を変更しようとする場合についても準用する。 

（適合通知） 

第４条 町長は、法第１６条第１項または第２項の規定による届出のあった場合において、その

届出に係る行為が、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認められた時

は、景観計画区域内における行為制限の適合通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

 （行為の完了届出） 

第５条 当該届出に係る行為を完了し、若しくは中止したときは、景観計画区域内における行為

の完了届出書（様式第３号）を速やかに町長に提出するものとする。 

（景観重要建造物の標識の設置） 

第６条 条例第１２条第２項に規定する標識は、景観重要建造物の景観を損ねないよう、かつ、

不特定多数の者が見ることが出来るように別記１の標識を設置する。   

（景観重要樹木の標識の設置） 

第７条 条例第１４条第２項に規定する標識は、景観重要樹木の景観を損ねないよう、かつ、不

特定多数の者が見ることが出来るように別記２の標識を設置する。    

（委 任） 

第８条 この規則で定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

景観計画区域内における行為（変更）の届出書 

 

  年  月  日  

中土佐町長    様 

住所 

 

氏名                       ○印 

 

電話番号 

中土佐町景観計画区域内における行為（変更）について、次のとおり届け出ます。 

行為地の住所 地目（現況） 実測面積（m2） 景観計画区域の区分 

中土佐町   １ 中土佐町景観計画区域 

２ 中土佐町景観重点区域（     ） 

行為の規模 建築面積（      ）㎡    高さ（       ）ｍ    仕上材（          ） 

建築物 １ 新築  ２ 改築  ３ 増築  ４ 移転  ５ 撤去 

工作物 １ 新築  ２ 改築  ３ 増築  ４ 移転  ５ 撤去 

屋外におけ

る堆積 
１ 土石  ２ 廃棄物 ３ 再資源  

行為の種類 

その他 
１ 土石の採取  ２ 鉱物の掘採 ３ その他の土地の形質の変更 

４ 屋外における自動販売機の設置 

行 為 の 目

的・内容及び

概要 

 

住所  設

計

者 氏名  電話番号  

行為予定期

間 
着手予定日     年  月  日  から   完了予定日     年  月  日まで 

当初の届出

の年月日、変

更の内容・理

由 

 

添 付書類  

右 の 書 類

を 添 え て

く ださい。 

１ 位置図（付近見取図） ２ 現況写真（カラー写真）３ 計画平面図  

４ 建築立面図（１/100以上） ５ 撤去の場合は、跡地の整理に関する計画書 

６ その他町長が必要と認める書類 

受理年月日 助言・指導年月日 勧告年月日 備 考 

※ 受理・指

導 等 年 月

日  
  年   月   日   年  月   日   年  月   日 

 

備考 １ 法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名を記入してください。 

   ２ 変更届出書を提出するときに限り当初の届出の年月日、変更の内容・理由を記入してください 

３ ※印の欄は記入しないでください。 

 

 

 



 

様式第２号（第４条関係） 

                                    中土佐発第     号 

                              年    月    日 

 

                  様 

  

 

                                    中土佐町長      

 

 

景観計画区域内における行為制限の適合通知書 

 

 年 月 日付で届出のあった行為については、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めたので通知しま

す。 

景観法第１８条第２項に基づき、行為着手制限を解除します。なお、本件届出の内容と異なる事態が生じたときは、速やかに変

更届出書を提出してください。    

 

 

 

  

 

行為の場所 

 

中土佐町 

 

   行為の期間 

着手予定日         完了予定日 

    

 年  月  日  ～    年  月  日  

  

 

       行為の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３号（第５条関係） 

 

景観計画区域内における行為の完了（中止）届出書 

 

  年  月  日  

中土佐町長    様 

住所 

 

氏名                           ○印 

 

電話番号 

中土佐町景観計画区域内における行為が完了（中止）したので、関係図書を添えて次のとおり届け出ます。 

行為地の住所 景観計画区域の区分 

中 土佐町  １ 中土佐町景観計画区域 

２ 中土佐町景観重点区域（     ） 

行為の規模 建築面積（      ）㎡ 高さ（       ）ｍ 仕上材（     ） 

行為の種類  

行為の届出年月日      年    月    日 

行為の完了・中止 

年月日 
年    月    日 

届 出番号   

行 為 を 中 止 し た

と きはそ の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付書類  

右 の 書 類 を 添 え

て くださ い。 

１完成写真（カラー写真） ２ その他町長が必要と認める書類 

 

備考 １ 法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名を記入してください 

    ２ 報告書の完了・中止の不要な箇所は線で消してください 

 

 

 

 

 

 



（別記１） 

                     ３０ｃｍ          

             

        

     

 

 

 

 

   ２１ 

   cm  

     

 

 

 

 

                  

              

（別記２） 

３０ｃｍ              

 

     

 

 

 

 

  ２１ 

  cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

              

       景観重要建造物 
            第    号 

この建造物は、景観法により指定された 

景観重要建造物です。 

      

年  月  日指定 

               高知県中土佐町 

 

                

              

        景観重要樹木 
            第    号 

この樹木は、景観法により指定された 

景観重要樹木です。 

      

年  月  日指定 

              高知県中土佐町 

 


